
2　令和5（2023）年12月20日 広報 区の世帯と人口 133,472世帯（前月比＋228世帯）世帯数 212,368人（前月比＋241人）人口  【12月1日現在】
※住民基本台帳による

【無料建築相談】耐震診断、家の建替えや建物の共同化などの相談に建築士が応じます。　▷日時　6年2月1日㈭午後1時～4時　▷場所・問合せ　住宅課（区役
所5階⑩番） TEL （5246）1468

出産した国民健康保険の被保険者の方
（以下、出産被保険者）
※妊娠85日以上の出産が対象（死産、流産、
早産および人工妊娠中絶も含む）

▷軽減内容　出産被保険者の均等割額と所
得割額の全額

▷軽減期間　単胎出産は4か月（出産〈予
定〉日の月の前月～出産〈予定〉日の
翌々月）、多胎出産は6か月（出産〈予
定〉日の月の3か月前～出産〈予定〉日
の翌々月）
※5年度は6年1月以降の期間が軽減され
ます。

▷申込開始日　6年1月4日㈭
※申込方法等、詳しくはお
問合せください。

▷問合せ　国民健康保険課
　 TEL（5246）1252

住宅
まちづくり

マンショングループ相談会

　グループごとに専門家の助言を受けなが
ら意見交換や相談を行うことができます。
▷日時　6年1月28日㈰午後2時～4時
▷場所　区役所10階会議室　
▷対象　区内の分譲マンション所有者

▷定員　各5人程度（先着順）
▷内容・専門家　A：マンションの日常生
活上のトラブルについて・弁護士　B：
管理組合運営や管理業務について・マ
ンション管理士　C：日常の維持管理や
大規模修繕について・一級建築士

▷申込期間　12月26日㈫～1月19日㈮　
▷申込方法　電子申請か問
合せ先へ　　　

▷問合せ　住宅課
　 TEL（5246）9028

子育て・教育

プレママ・パパ交流会
（予約制）
　先輩ママ・パパや赤ちゃん（生後1～3
か月）と、子育て等について情報交換や交
流ができます。　
▷日時　①6年1月16日㈫　②17日㈬
　午後3時～3時30分　
▷対象　区内在住の妊婦とそのパートナー
▷定員　10組程度（先着順）
▷場所・申込み・問合せ
①浅草保健相談センター
　 TEL（3844）8172
②台東保健所保健サービス課
　 TEL（3847）9497

お知らせ

弁護士による日曜法律相談
（予約制）
▷日時　6年2月11日㈷午後1時～4時　
▷場所　区役所１階区民相談室　　　　　
▷対象　区内在住か在勤（学）の方
▷定員　10人（先着順）　
▷相談方法　面談、電話またはオンライン
　（1人25分）
▷申込方法　電子申請か問合せ先へ
▷申込期間　12月22日㈮
～2月7日㈬

▷問合せ　くらしの相談課
区民相談室　
　 TEL（5246）1025

令和5年度第3回および臨時区
政サポーターアンケート調査
の結果がまとまりました

▷テーマ　
・第3回　「住まいや住環境について」
　「バリアフリー・まちの景観について」
　「世界文化遺産『国立西洋美術館』の周
知啓発・活用について」

・臨時　「地域とのかかわりについて」
▷閲覧場所　区役所3階⑦番区政情報コー
ナー、図書館のほか、区HP「区民の声」

に掲載
▷問合せ　広報課
　 TEL（5246）1023

福祉
（高齢・障害等）

高齢者保健福祉推進協議会の
区民委員募集

▷対象　区内在住の40歳以上の方
▷任用期間　6年4月～9年3月
▷募集人数　2人
▷開催回数　年2～3回程度
▷申込方法　公募委員申込書（問合せ先で
配布、区HPからダウンロード可）、作文
（「高齢者の生きがいづくりと社会参加
について」800字程度）を問合せ先へ
郵送か持参

▷申込締切日　6年2月1日㈭（必着）　
▷問合せ　〒110－8615　台東区役所高
齢福祉課（区役所2階⑤番）
　 TEL（5246）1221

保険・年金

産前産後期間の国民健康保険
料軽減制度が始まります

▷対象　11月1日以降に出産予定または

詳しくはこちら

詳しくはこちら 詳しくはこちら

住所 台東区北上野二丁目24番（旧上野忍岡高校跡地）
敷地面積 3,676.05㎡

交通アクセス 東京メトロ日比谷線「入谷駅」から徒歩2分

障害福祉施策と子供施策のより一層の推進を目指した施設を新設します！
～（仮称）北上野二丁目福祉施設基本計画を策定～

（仮称）北上野二丁目福祉施設は、松が谷福祉会館の移転・機能強化と妊産婦、子供や若者への
支援を通じ、障害福祉施策と子供施策のより一層の推進を目指します。

令和	6年度～	 基本設計・実施設計
	 8年度～	 建築工事
	 10年度	 新施設開設

詳しくはこちら

●整備予定地

●施設のコンセプト

●整備スケジュール（予定）

だれもが　つながり　やすらぐ　ぷらっとスクエア

◦障害の有無に関わらず、「だれもが」「つながり」、ライフステー
ジに応じた切れ目ない一体的・継続的な支援を提供する施設
とします。
◦区民が「ぷらっと」気軽に立ち寄り、住み慣れた地域で健や
かに自分らしく過ごせる、心「やすらぐ」拠点（＝プラット
フォーム）となるような場（＝スクエア）を備えた施設とし
ます。

◇切れ目のない支援
　　5つの支援機能を集約し、これらが「総合相談窓口」と「交流の場」を通じてつながるこ
とで、切れ目のない支援を実現します。

◇5つの支援機能
　　「障害者支援」「児童発達支援」「子育て支援」「教育支援」「若者支援」とします。

◇総合相談窓口
　　妊産婦、子供や39歳までの若者およびその家族からのあらゆる相談に対応し、区民のラ
イフステージや発達段階に応じた、一体的な支援を行います。

◇交流の場
　　誰もが気軽に立ち寄り、相談できる「交流の場」を整備します。

◇災害対策機能
　　二次避難所（福祉避難所）として位置づけ、災害時、一次避難所では対応が困難な障害
者等、特に配慮を要する方を緊急に受け入れます。

●施設の機能

※イラストはイメージです

問合せ 子育て・若者支援課（仮称）北上野二丁目
福祉施設整備担当 TEL（5246）1307
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